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新
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菌
に
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い
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紫
外
線
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
予
防
策
に
は
、
様
々
な
も
の
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
紫
外
線
ラ
ン
プ
及

び
殺
菌
灯
、
紫
外
線
殺
菌
装
置
を
用
い
た
紫
外
線
の
殺
菌
作
用
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
効
果
を
記

載
し
て
い
る
も
の
も
存
在
す
る
。
紫
外
線
は
殺
菌
作
用
が
あ
る
一
方
、
人
体
へ
の
直
接
又
は
間
接
照
射
に
よ
る
眼
疾
患
又
は
皮

膚
疾
患
な
ど
、
施
設
の
労
働
者
や
利
用
者
に
健
康
被
害
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
使
用
に
は
細
心
の
注
意
が

必
要
と
さ
れ
る
。 

 

右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

厚
生
労
働
省
の
「
医
療
機
関
に
お
け
る
院
内
感
染
対
策
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日
付
け
医
政
地
発
一

二
一
九
第
一
号
厚
生
労
働
省
医
政
局
地
域
医
療
計
画
課
長
通
知
）
に
よ
る
と
、
紫
外
線
照
射
等
に
つ
い
て
は
、
「
効
果
及
び

作
業
者
の
安
全
に
関
す
る
科
学
的
根
拠
並
び
に
想
定
さ
れ
る
院
内
感
染
の
リ
ス
ク
に
応
じ
て
、
慎
重
に
判
断
す
る
こ
と
」
と

さ
れ
て
い
る
が
、
医
療
機
関
で
は
な
い
施
設
に
お
け
る
紫
外
線
照
射
等
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
判
断
す
る
必
要
は
な
い
か
。

ま
た
、
政
府
は
医
療
機
関
で
は
な
い
施
設
で
の
紫
外
線
照
射
等
に
つ
い
て
、
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
含
め

た
感
染
対
策
に
用
い
る
際
の
注
意
点
に
つ
い
て
通
知
を
発
出
す
る
と
と
も
に
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
当
該
通
知
を
公
表
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す
る
考
え
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

二 
厚
生
労
働
省
の
「
特
殊
健
康
診
断
指
導
指
針
に
つ
い
て
」
（
昭
和
三
十
一
年
五
月
十
八
日
付
け
基
発
第
三
〇
八
号
。
以
下

「
通
達
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
特
殊
健
康
診
断
の
指
導
勧
奨
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
特
殊
健
康
診
断
を
実
施
す
る
よ
う
に
指

導
勧
奨
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
対
象
業
務
の
中
に
、
「
紫
外
線
、
赤
外
線
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
昨
今
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
予
防
策
と
し
て
、
紫
外
線
を
屋
内
照
射
す
る
施
設
も
存
在
す
る
。 

 

１ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
予
防
策
と
し
て
紫
外
線
を
照
射
す
る
施
設
に
お
い
て
、
紫
外
線
に
ば
く
露
す
る

業
務
は
、
厚
生
労
働
省
の
通
達
に
お
け
る
特
殊
健
康
診
断
の
指
導
勧
奨
の
対
象
業
務
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
か
、
政
府

の
見
解
を
問
う
。 

 

２ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
予
防
策
と
し
て
紫
外
線
を
照
射
す
る
施
設
に
お
い
て
、
従
業
員
が
業
務
上
紫
外

線
に
さ
ら
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
眼
疾
患
又
は
皮
膚
疾
患
を
発
症
し
た
場
合
、
労
災
補
償
の
対
象
と
な
る
疾
病
の
範
囲
を
定

め
た
職
業
病
リ
ス
ト
（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
別
表
第
一
の
二
）
の
第
二
号
一
に
規
定
す
る
「
紫
外
線
に
さ
ら
さ
れ
る
業

務
に
よ
る
前
眼
部
疾
患
又
は
皮
膚
疾
患
」
に
該
当
し
、
労
災
補
償
の
対
象
と
な
る
か
。
ま
た
、
使
用
者
の
安
全
配
慮
義
務

違
反
と
な
る
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 
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三 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
予
防
策
と
し
て
紫
外
線
を
照
射
す
る
施
設
に
お
い
て
、
当
該
施
設
利
用
客
が
、
紫

外
線
に
ば
く
露
す
る
こ
と
に
よ
り
眼
疾
患
又
は
皮
膚
疾
患
と
い
っ
た
人
体
へ
の
危
害
が
生
じ
た
場
合
、
そ
の
損
害
の
賠
償
責

任
に
つ
い
て
、
装
置
に
欠
陥
が
あ
れ
ば
装
置
の
製
造
者
が
負
い
、
紫
外
線
に
ば
く
露
さ
せ
た
こ
と
に
対
し
て
故
意
又
は
過
失

が
あ
れ
ば
装
置
設
置
者
（
当
該
装
置
を
使
用
し
て
い
る
施
設
管
理
者
等
）
が
負
う
こ
と
と
な
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
問

う
。 

四 

紫
外
線
ラ
ン
プ
及
び
殺
菌
灯
に
関
し
て
、
例
え
ば
「
直
接
又
は
間
接
に
肉
眼
で
見
な
い
」
、
「
紫
外
線
を
皮
膚
に
直
接
又

は
間
接
に
あ
て
な
い
」
、
「
常
時
人
の
居
る
場
所
や
紫
外
線
が
直
接
又
は
、
天
井
か
ら
の
反
射
光
が
人
に
あ
た
る
場
所
で
は

使
用
し
な
い
」
こ
と
を
警
告
し
て
い
る
製
造
者
又
は
販
売
者
が
あ
る
一
方
で
、
警
告
を
十
分
に
記
載
し
て
い
な
か
っ
た
り
、

説
明
し
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
製
造
者
又
は
販
売
者
が
存
在
す
る
。
紫
外
線
ラ
ン
プ
及
び
殺
菌
灯
に
関
す
る
警
告
が
十
分
周

知
さ
れ
て
い
な
い
実
態
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
眼
や
皮
膚
を
防
護
し
て
い
な
い
者
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
紫
外
線
を
照
射

し
て
し
ま
い
、
施
設
や
家
庭
で
紫
外
線
に
ば
く
露
す
る
危
険
性
が
あ
る
。
こ
う
し
た
使
用
事
例
に
よ
り
、
人
体
に
危
害
が
生

じ
な
い
よ
う
、
政
府
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
予
防
に
用
い
る
際
の
注
意
事
項
を
国
民
に
十
分
周
知
す
る

必
要
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 
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五 

消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
に
お
い
て
、
ガ
ス
瞬
間
湯
沸
器
等
の
販
売
を
行
う
際
に
は
、
経
年
劣
化
に
よ
り
危
害
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
多
く
、
適
切
な
保
守
が
必
要
で
あ
る
旨
の
説
明
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
携
帯
用
レ
ー
ザ
ー
応
用
装
置
の
販
売

の
際
に
は
、
安
全
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
や
使
用
上
の
注
意
事
項
等
の
表
示
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
他
に
も
、
販

売
時
に
説
明
や
書
面
の
交
付
を
義
務
付
け
て
い
る
も
の
は
少
な
く
な
い
。
紫
外
線
ラ
ン
プ
及
び
殺
菌
灯
を
販
売
す
る
際
に

も
、
人
体
に
危
害
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨
の
ほ
か
に
、
施
設
に
お
い
て
紫
外
線
を
空
間
照
射
し
、
利
用
者
の
人
体
に
危

害
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
装
置
設
置
者
が
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
旨
を
購
入
者
に
説
明
し
た
上
で
販
売
す
る
よ
う
、
製
造
者

及
び
販
売
者
を
行
政
指
導
す
る
必
要
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

六 

海
外
で
製
造
さ
れ
た
紫
外
線
ラ
ン
プ
及
び
殺
菌
灯
、
紫
外
線
殺
菌
装
置
に
は
、
製
品
の
安
全
性
が
確
認
で
き
て
い
な
い
も

の
及
び
適
切
な
使
用
方
法
が
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
使
用
者
に
危
険
が
及
び
か
ね
な
い
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
電
気
消

毒
器
」
に
当
た
る
紫
外
線
殺
菌
装
置
に
つ
い
て
は
、
電
気
用
品
安
全
法
の
適
用
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
国
内
で
生
産
さ
れ
た

も
の
か
海
外
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
か
を
問
わ
ず
、
事
業
者
に
技
術
上
の
基
準
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る

が
、
電
気
用
品
安
全
法
施
行
令
別
表
第
二
に
よ
り
登
録
検
査
機
関
に
よ
る
検
査
対
象
で
あ
る
特
定
電
気
用
品
か
ら
は
外
れ
て

お
り
、
電
気
用
品
安
全
法
第
八
条
第
二
項
に
よ
り
事
業
者
の
自
主
検
査
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
海
外
か
ら
輸
入
さ
れ
た
紫
外
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線
殺
菌
装
置
に
つ
い
て
、
取
締
り
を
強
化
す
る
必
要
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 
 

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
予
防
に
用
い
る
た
め
販
売
が
増
え
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
自
主
検

査
違
反
・
技
術
基
準
違
反
を
含
め
た
平
成
三
十
年
か
ら
令
和
二
年
の
同
法
違
反
の
件
数
及
び
行
政
指
導
・
行
政
命
令
を
発
出

し
た
件
数
並
び
に
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
国
内
及
び
海
外
の
製
造
事
業
者
別
の
内
訳
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

七 

紫
外
線
ラ
ン
プ
及
び
殺
菌
灯
は
、
照
明
用
途
以
外
に
用
い
ら
れ
る
ラ
ン
プ
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
電
気
用
品
安
全
法
の
指

定
品
目
と
な
っ
て
い
な
い
。
昨
今
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
予
防
に
紫
外
線
ラ
ン
プ
及
び
殺
菌
灯
が
用
い
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
電
気
用
品
に
よ
る
危
険
及
び
障
害
の
発
生
の
防
止
を
目
的
と
す
る
電
気
用
品
安
全
法
の
指
定
品
目
に
加

え
、
国
民
の
健
康
・
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 
 

ま
た
、
電
気
用
品
安
全
法
の
指
定
品
目
と
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
携
帯
用
レ
ー
ザ
ー
応
用
装
置
が
必
要
な
品
質

の
確
保
が
十
分
で
な
い
事
業
者
が
い
る
と
認
め
ら
れ
る
製
品
と
し
て
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
の
特
別
特
定
製
品
に
指
定
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
登
録
検
査
機
関
に
よ
る
適
合
性
検
査
を
義
務
付
け
る
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
の
適
用
に
よ
り
、
紫
外

線
ラ
ン
プ
及
び
殺
菌
灯
の
一
層
の
安
全
性
を
担
保
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

右
質
問
す
る
。 


